
国道８号 災害対策基本法に基づく
道路区間指定について

高田河川国道事務所

○災害対策基本法に基づく道路区間指定について

緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法第７６
条の６第１項の規定に基づき下記区間を指定し、通行の
支障となる車両等については移動等の作業を行います。

○２３時２０分現在、石橋交差点～国府交差点間を集中除
雪中

国土交通省北陸地方整備局

高田河川国道事務所 Ｔｅｌ:025-523-3136（代）
じょうえつし みなみしんまち

〒943-0847 上越市南新町３番５６号 http://www.hrr.mlit.go.jp/takada/

お問い合わせ先

■ 副所長（道路） 岩崎 義一 （いわさき よしかず）
TEL : 025-52３-３１３６(内線205) FAX : 025-523-958７

令和 ３年 １月 ９日
配布：上越記者クラブ
扱い：配布後解禁

記者発表資料

路線名 区間（上下） 延長 指定時間

国道８号 新潟県上越市下源入
地先～新潟県上越市

名立区名立小泊地先

１５．５５ｋｍ １月 ９日
２１時３０分

【道路状況】・異常降雪により渋滞が発生しています。

・通行可能になるまでに時間がかかりますが、ご理解

とご協力をお願いします。

・北陸自動車道は、柏崎ICから滑川ICの上下線は、

通行止めです。
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名立谷浜ＩＣ入口交差点
148.65kp

下源入交差点
133.10kp災対法 区間指定

延長Ｌ＝15.55km

集中除雪区間
Ｌ＝1.0km
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